
欧州：統一特許裁判所の運営開始、目下に迫る 
 

 統一特許裁判所（Unified Patent Court, “UPC”）の準備委員会により公表されたロ

ードマップによると、現在の進捗状況に基づき、UPC は２０２３年４月 1 日付で

新規案件の受付を開始すると見込まれます。当該ロードマップの計画の通りなら

ば、その日付から、新しい特許訴訟制度が欧州において利用可能となり、「オプ

トアウト」を申請した欧州特許出願／特許のみが、UPC の専属管轄から除外され

ます。しかしながら、単一効特許保護への請求がそれよりも早く利用可能です。 

**** 

 ２０２２年１月１９日に UPC が正式的に法的実体として設立され、UPC 協定の

暫定適用に関する議定書が発効しました。これにより、暫定適用期間が始まりま

した。当該期間において、UPC 準備委員会が UPC 始動に向けて全ての準備を進め

てきました。準備が着実に進み、或いは完了する時に、UPC 協定が発効するため

に必要とされる最後の同盟国であるドイツが UPC 協定の批准書を寄託すると見込

まれます。今、準備委員会により公開されたロードマップによると、統一特許裁

判所は、２０２３年４月１日付で新規案件の受付を開始する予定です。これは、

判事及び職員の募集及び案件管理システム（Case Management System, CMS）の実

装を含んだ準備が実質的に軌道に乗り、ドイツが２０２２年１２月に UPC 協定の

批准書を寄託することを意味します。ドイツが批准書の寄託を１か月又は２か月

延期すれば、UPC 運営の開始日もそれに応じた月数で延期されることとなりま

す。更に、準備が順調に進んでいると確認されたように、８５名の判事が UPC 協

定が発効する時点で業務に着手するように任命されたことと、UPC 運営開始に先

立って就任する予定の主要幹部が規程に従って選出されたことが発表されまし

た。任命された法律系判事及び技術系判事のリスト、並びに主要幹部の構成も発

表されました。 

https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_-_exco_-_upc_external_roadmap-v0.9_edit.pdf


 ロードマップの計画の通りならば、欧州特許出願／特許を UPC の専属管轄から

除外するという「オプトアウト」の申請が可能である３か月の「サンライズ期

間」が、２０２３年１月１日より開始します。オプトアウトは、第三者が UPC に

単一の特許異議申立を提出することによってその効力が、最初に UPC の地域を形

成した全ての１７の参加国、すなわち、UPC 協定の批准書を寄託した欧州連合の

同盟国に及ぶことを防ぎます。取消手続が UPC に提出されないとすれば、オプト

アウトは、２０２３年４月１日より少なくとも７年とされる「過渡期」中も申請 

可能です。 

 加えて、ドイツが UPC 協定の批准書を寄託する時点で、すなわち、おそらく２

０２２年１２月より、単一効特許の早期請求及び欧州特許の特許査定の発行の延

期請求は両方とも、欧州特許庁（EPO）に提出可能です。前者の請求によって、

特許権者の単一効特許が UPC 運営開始の最初から効力を有します。一方で、後者

の請求によって、近々特許付与されると予想される欧州特許出願の出願人は、当

該請求をしなければ除外されていた単一効特許保護による恩恵を受け得ます。 

 同じ想定の下に、２０２３年４月 1 日以降に特許付与される全ての欧州特許

は、単一効の有効化請求が特許付与から１か月以内に EPO に提出されると、参加

国の全域において単一効特許として登録され得ます。更に、同じ予定日より、単

一効特許と、UPC の専属管轄からオプトアウトしない欧州特許との両方の有効性

及び特許侵害が、UPC により一元的に決定されます。 

 結果的に、オプトアウトする全ての欧州特許及び単一効特許保護を受ける可能

性のある欧州特許出願の特定、出願及び訴訟戦略の採択、そして、欧州における

特許保護及び訴訟の新しい状況に対する契約上の調整のために残された時間がほ

んの少ししかないかもしれません。 

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001

